
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年６月３０日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１門第５号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年１１月２０日 ０６時００分ごろ 

発生場所 大韓民国慶州東岸沖 Janggii 灯台から真方位１５０°１０海里（Ｍ）付

近 

（概位 北緯３５°５６.８′ 東経１２９°４１.０′） 

事故等調査の経過  平成２３年１月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）及び１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

   船舶番号、船舶所有者等 

   

 

 

Ａ 貨物船 正凰
せいおう

丸、７４９トン 

   １４１０１９、有限会社六甲海運 

Ｂ 漁船 ３０２ TAE
テ

 CHUNG
チ ュ ン

、不明 

   不明 

 乗組員等に関する情報 Ａ 一等航海士Ａ、四級海技士（航海） 

Ｂ 不明 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船首ハンドレール凹損 

Ｂ 右舷側ブルワーク損傷 

 事故等の経過 

 

 Ａ船は、船長ほか５人が乗り組み、大韓民国慶州東岸沖約７Ｍ付近を北

進中、平成２２年１１月２０日０６時００分ごろ、Ｂ船と衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、航行に支障がなかったので、通常の航海を続けた。 

 気象・海象  気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２ 

その他の事項 Ａ船は、約３５０°の真針路及び約１２ノットの速力で航行中、船橋当

直中の一等航海士Ａが、左舷船首方向約５ＭにＢ船を視認したのち、海図

台に向かって船位を確認していた際、Ｂ船と衝突した。 

Ａ船とＢ船は、本事故発生場所において、韓国海洋警察の検証を受け

た。 

Ｂ船の状況については、情報を得られなかったので明らかにすることは

できなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり Ｂ 不明 

Ａ なし Ｂ 不明 

なし 

Ａ船は、慶州東岸沖を北進中、一等航海士Ａ

が、Ｂ船を視認したのちに海図台に移動して船位

を確認していたことから、見張りを行っていなか

ったものと考えられる。 

Ｂ船から情報が得られなかったため、Ｂ船の動

静、見張り等の状況については明らかにすること

ができなかった。 



原因  本事故は、夜間、慶州東岸沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が航行中、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 
 




